
令和８年（2026）年 7 月 吉日 

 保護者様 

                           八王子市教育委員会 

八王子市立第六中学校長 

 

脊柱側わん症検診のお知らせ 

 

この検診は、学校保健安全法第 13 条に定める健診のうち生徒の脊柱の疾患および異常の有無を診断

することを目的とし、生徒が健全な学校生活を送るための一助とするため、実施いたします。 

※ 脊柱側わん症とは、脊柱がねじれを伴って側方へ曲がる症状の病気です。 

※ 脊柱側わん症検診とは、モアレ写真撮影方式といわれる方法で縞模様の影を背中に映して、左右

比を比較する検査です。  

 

１ 日  程  令和８年８月２７日（木）午前９時００分より 

２ 対 象 者  一年生生徒及び昨年度の検査で再検査を指示された生徒 

３ 場  所  （1）一次検診 本校 くわの実ホール 

   （2）二次検診 検査機関（東京都府中市府中町） 

４ 検査方法  （1）一次検診 モアレ写真撮影（体操着を着用します） 

（2）二次検診 一次検診の結果により「要二次検査」と指示された者  

(ｱ) 整形外科専門医(学会認定医)による診察 

(ｲ) デジタル X 線による全脊柱撮影 

(ｳ) 身長体重計測 

５ 検査機関    府中わかばクリニック 

６ 費  用  （1）一次検診 モアレ写真撮影は、公費負担のため無料です。 

（2）二次検診 検診は無料ですが、会場までの往復交通費は本人・保護者の方の負担

となります。 

 

※ 学校での一次検診当日に欠席された場合は、八王子市教育センター（散田町二丁目 37 番 1 号）に

て、欠席者検診を行います。（会場までの交通費は本人・保護者の方の負担となります。） 

なお、日程につきましては令和８年（2026年）11月頃を予定しています。 

 

※ 検診システムと結果について 

  一次検診                    二次検診 

・モアレ写真撮影                ・専門医の診察 

・X 線全脊柱撮影 

・身長体重計測 

       正    常  検査終了 

次年度再検査                      正      常  検査終了 

緊急性はないが受診推奨                   要   観   察 

次年度に学校でモアレ検査が必要           経過観察 

要二次検査                  要    医    療 

二次検査が必要                   専門の整形外科医による治療が必要 

   

 

 

 

 

側わん症検診についてのお問合せは、学校又は八王子市教育委員会

学校教育部教育指導課（電話 620-7330）までお願いします。 


